
平成 29年度 第 1回江南市国民健康保険運営協議会 会議録 

 

 

 

● 日 時 平成２９年７月１３日（木） 午後２時～午後３時１５分 

 

● 場 所 江南市役所 本庁舎３階 第３委員会室 

 

● 出席者 出席委員１２名 

       被保険者代表       古田嘉且  大竹典子  西川よし子 原朋子      

療養取扱機関代表     渡部敬俊  細野和久  伊藤雅敏 

 公益代表          石川明二  服部正三郎 今井敦六  佐橋一子   

       被用者保険等保険者代表   中村美葉子 

欠席委員１名         

       療養取扱機関代表     大平誠 

      傍聴者数 ０人 

 

● 議 題 １  委員委嘱 

２ 会長選任 

３ 会長代理の選任 

４ 議事録署名者の選出 

５ 諮問 

６ その他の事項 

     ・国民健康保険の制度改正について 

     ・国民健康保険データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画策定について 

     ・江南市国民健康保険の状況について 
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【１.委員委嘱】 

 

【２.会長選任】 

 

【３.会長代理の選任】 

 

【４.議事録署名者の選出】 

 

【５.諮問】 

第１号 国民健康保険税の仮算定の廃止及び納付回数の見直しについて 

 第２号 国民健康保険税の資産割の廃止について 

      

ただいま諮問いただきました、「諮問第１号 国民健康保険税の仮算定の廃

止及び納付回数の見直しについて」を議題とします。事務局より説明をお

願いします。 

 

資料に基づき説明 

 

ただ今の説明にもありましたが、仮算定廃止により経費が削減されるとの

ことでしたが、その経費は、大体いくら位を見込んでいますか？ 

 

今年度の実績で申し上げますと、印刷費や郵送料が主なものになりますが、

約１０１万円を経費として支払っていますので、来年度以降もこれぐらい

の経費がかかると見込んでいます。廃止の際には、この分の経費が削減さ

れると見込んでいます。 

 

特別徴収の場合は、従前と変わらず、仮算定があるということですね。 

 

はい、そういうことです。 

 

もし仮算定を廃止する場合、最初は皆さん戸惑うと思うので、被保険者に

対しての説明、みなさんへの周知方法というのは、本当に市民の方に分か

りやすく説明していかなくてはならないと感じます。周知方法についてど

う考えていますか。 
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廃止が決定された時期にもよりますが、１年間の支払保険税額を通知しま

す納付済額通知書を、通常年明けに発送していますので、その納付済額通

知書に合わせて、それぞれの世帯へお知らせしようと考えています。また、

市広報・市ホームページ等も周知方法として考えています。 

 

いろんな方法で、分かりやすく説明していかないと、トラブルのもとにな

ると思いますのでよろしくお願いします。 

 

他に、何かご意見はありますか？ 

 

それでは、諮問第１号につきましては、結論を出すのは次回に行いたいと

思います。何か質疑があれば、この場で伺います。何かありますか。 

 

それでは、次回に持ち越したいと思います。 

 

続きまして、諮問第２号「国民健康保険税の資産割の廃止について」を議

題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

資料に基づき説明 

 

資産割を廃止する場合、一気に止めてしまうのか、徐々に減らしていくと

いうか、段階を踏まえていくのか、いろいろな考え方があると思いますが、

どういう方向で考えていますか。 

 

これまでに資産割を廃止した保険者の中には、複数年かけて段階的に廃止

した例もあります。また、現在、段階的に廃止を行っている自治体もあり

ます。ただ、今回は制度改正を契機に検討しているということから、制度

改正の初年度である平成３０年度から、愛知県の選択する標準賦課方式に

可能な限り合わせていくのが適当と考えています。 

 

他に、何かご質問はありますか。 

 

諮問第２号の内容につきましては、今回初めてです。 

先ほど説明がありました増減の問題は多少あるかもしれませんが、資産割

廃止のほうへ行かざるを得ないのかなと、いう考えはしています。これは

私の意見です。 
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それでは、この諮問第２号につきましても、次回に協議をして結論を出し

たいと思います。 

 

次回までに、また資料がありましたら、お出しください。 

 

それでは、諮問につきましては以上とします。 

 

【６.その他の報告事項】 

その他の報告事項に移ります。 

事務局のほうから「国民健康保険の制度改正について」説明をお願いしま

す。 

 

資料に基づき説明 

 

ただいま説明のありました「国民健康保険の制度改正」につきまして、ご

質問はありますか。 

 

特にないようですので、続きまして「国民健康保険データヘルス計画及び

特定健康診査等実施計画策定について」説明をお願いします。 

 

資料に基づき説明 

 

何かご質問はありますか。 

 

特定健康診査のほうはまあまあということですが、保健指導のほうが一向

に伸びていない。これが今後の課題だろうと思いますが、どう考えますか。 

 

保健指導につきましては、始まった当初からずっと同じやり方で実施して

いますので、実施方法自体を見直さなくてはいけないと感じています。今

後計画を立てていきながら、少し抜本的な見直しをしていければと考えて

います。 

 

次に「江南市国民健康保険の状況について」事務局より説明をお願いしま

す。 

 

資料に基づき説明 
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何かご質問はありますか 

 

質問もないようですので、それでは諮問につきまして、再度協議会を開催

しますのでご予定をお願いします。８月１７日（木）午後２時からとしま

す。よろしくお願いします。また通知をさせていただきます。 

 

次回は、諮問の第１号、第２号を検討しますので、よろしくお願いします。 

 

本日につきましては以上です。大変暑い中、長い間ご検討いただきまして、

ありがとうございます。これをもちまして、江南市国民健康保険運営協議

会を閉会します。 

 

ありがとうございました。 

 

 

≪平成29年度 第1回 江南市国民健康保険運営協議会 終了≫ 

 

 

 


